
議
第
四
十
九
号

ぎ
ふ
木
遊
館
条
例
に
つ
い
て

ぎ
ふ
木
遊
館
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

ぎ
ふ
木
遊
館
条
例

（
設
置
）

第
一
条

木
育
に
関
す
る
体
験
及
び
交
流
の
場
を
提
供
す
る
た
め
、
岐
阜
市
に
ぎ
ふ
木
遊
館
（
以
下
「
木
遊
館
」

と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
入
館
料
）

第
二
条

木
遊
館
に
入
館
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
額
の
入
館
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

入
館
料
は
、
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

３

既
納
の
入
館
料
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
そ
の
全
部

又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

知
事
は
、
公
益
上
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
入
館
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
の
許
可
）

第
三
条

駐
車
場
（
知
事
が
定
め
る
県
の
機
関
の
駐
車
場
で
知
事
が
定
め
る
日
に
使
用
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
許
可
に
駐
車
場
の
管
理
上
必
要
な
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

駐
車
場
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
き
。

二

駐
車
場
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

４

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
額
の
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
使
用
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
使
用
許
可
の
取
消
し
等
）

第
四
条

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
同
項
の

許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。
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二

こ
の
条
例
に
基
づ
く
許
可
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

三

許
可
を
受
け
た
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。

四

駐
車
場
の
管
理
上
知
事
が
必
要
と
認
め
て
す
る
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

五

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
こ
の
条
例
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
。

（
遵
守
義
務
）

第
五
条

木
遊
館
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

木
遊
館
の
施
設
、
設
備
等
を
毀
損
し
、
又
は
汚
損
し
な
い
こ
と
。

二

他
人
に
危
害
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

三

他
人
に
危
害
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
物
を
携
帯
し
な
い
こ
と
。

四

物
品
を
陳
列
し
、
若
し
く
は
販
売
し
、
又
は
広
告
等
を
配
布
し
な
い
こ
と
。

五

火
気
又
は
危
険
物
を
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
指
示
す
る
事
項

２

知
事
は
、
利
用
者
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
、
そ
の
行
為
の
中
止
を
命
じ
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
と

き
は
、
木
遊
館
か
ら
退
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
過
料
）

第
六
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
停
止
の
命
令
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
去
の
命
令
に
従
わ
な
い
者

は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

２

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
第
三
条
第
四
項
の
使
用
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者
は
、
そ
の
徴
収
を
免
れ
た

金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
五
万
円
を
超
え
な
い
と
き
は
、
五
万
円
と
す

る
。
）
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

（
委
任
）

第
七
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

区

分

金

額

（

一

人

に

つ

き

）

個
人

三
〇
〇
円
（
一
年
を
通
じ
て
利
用
す
る
場
合
（
平
日
に

利
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
一
、
〇
〇
〇
円
）

団
体
（
二
〇
人
以
上
に
限
る
。
）

二
〇
〇
円
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備
考一

「
平
日
」
と
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
を
い
う
。

二

幼
児
、
小
学
校
の
児
童
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
生
徒
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
の
入
館
料
は
、

こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
料
と
す
る
。

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

金

額

（

一

台

に

つ

き

）

使
用
時
間
が
三
時
間
以
内
の
場
合
に
あ
っ
て
は
百
円
、
使
用
時
間
が
三
時
間
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は

百
円
に
三
時
間
を
超
え
る
三
十
分
（
三
十
分
未
満
の
使
用
時
間
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
使
用
時
間
は
、
三

十
分
と
す
る
。
）
ご
と
に
百
円
を
加
え
た
額

備
考

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
に
規
定
す
る
緊
急
自
動
車
そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認

め
る
自
動
車
を
駐
車
す
る
場
合
又
は
使
用
時
間
が
二
十
分
以
内
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
使
用
料
は
、
こ
の
表

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
料
と
す
る
。

提

案

説

明

ぎ
ふ
木
遊
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
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